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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蓄電パックを支持するための支持部材を備え、
　前記蓄電パックは、前記支持部材の上側に第１ビスによって固定され、
　前記蓄電パックは、後部座席よりも車両後側に配置され、
　前記蓄電パックは、前記第１ビスを挿通するための第１ビス挿通穴を有し、
　前記第１ビス挿通穴は、閉じた形状を有し、
　前記第１ビス挿通穴は、第１開口部と、
　前記第１開口部よりも車両後側に配置された第２開口部と、
　前記第１開口部と前記第２開口部とを連通するように形成された連通部と
を含み、
　前記第１開口部は、前記第１ビスの頭部よりも小さくなるように形成され、
　前記第２開口部は、前記頭部よりも大きくなるように形成され、
　前記蓄電パックは、階段状になるように形成された段差部を有し、
　前記第１ビス挿通穴は、前記段差部に形成され、
　前記第２開口部は、少なくとも一部が前記第１開口部よりも高い部分に形成され、
　前記蓄電パックは、前記蓄電パックに車両後側から衝撃が加わったときに、前記第１ビ
スの位置が前記第１開口部から前記第２開口部に移行することにより、車両前側に移動す
るように形成され、
　前記蓄電パックは、前記第１ビスが前記第２開口部から抜けることにより、前記第１ビ
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スによる固定が解除されるように形成された、蓄電パックの車載構造。
【請求項２】
　前記蓄電パックは、蓄電機器を内部に配置するためのケースを含み、
　前記ケースは、前記蓄電機器を載置するためのロアケースと、
　前記ロアケースに固定され、前記蓄電機器を覆うように形成されたアッパーケースと
を含み、
　前記ロアケースおよび前記アッパーケースは、第３ビスによって互いに固定され、
　前記第３ビスは、前記蓄電パックと前記支持部材とを固定しないように形成された、請
求項１に記載の蓄電パックの車載構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓄電パックの車載構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電動機を駆動源として用いる電気自動車や、電動機とその他の駆動源とを組み合
わせたいわゆるハイブリッド電気自動車が実用化されてきている。このような自動車にお
いては、電動機にエネルギである電気を供給するための蓄電機器が搭載される。蓄電機器
としては、たとえば、繰り返し充放電が可能なニッケル－カドミウム電池、ニッケル－水
素電池、またはリチウムイオン電池などに代表される二次電池やキャパシタなどが用いら
れる。蓄電機器は、ケースに収容されて蓄電パックとして車体に搭載される。
【０００３】
　特開平６－２７０６９４号公報においては、バッテリキャリアのフランジの前部上面に
、フロントブラケットがボルトでロッカに固定されており、バッテリキャリアのフランジ
の後部上面にはリアブラケットがボルトでロッカに固定されている電気自動車のバッテリ
キャリア支持構造が開示されている。このバッテリキャリア支持構造には、ロッカーイン
ナーの下壁部の車体前後方向中間部に折れビートが形成されている。ロッカの後部は、こ
の折れビートを折曲部として下方へ折れ曲がるようになっている。前側のボルトの滑り荷
重は、後側のボルトの滑り荷重よりも小さくなっている。このバッテリキャリア支持構造
によれば、車体前方からの衝撃力が作用した場合に、フロントサイドメンバのエネルギ吸
収負担量を低減することができると開示されている。
【０００４】
　特開２００４－２６２４１３号公報においては、バッテリが連結され、これらをフロア
パネル上に固定するステイに複数の長孔を設けることにより、ステイに上下方向の強度が
維持されたまま、前後方向の強度のみが所定に脆弱な脆弱部を形成したバッテリの取付構
造が開示されている。このバッテリの取付構造は、衝突時に傾斜部にガイドされて車体前
方の跳ね上げられたスペアタイヤが、バッテリの後部に激突した場合には、脆弱部でステ
イが変形されるように形成されている。このバッテリの取付構造によれば、衝突時に跳ね
上げられたスペアタイヤの衝突によるバッテリの破損を防止することができると開示され
ている。また、ステイに形成される長穴に代えて、後端が開放した長穴をフランジに設け
てスライド機構を構成してもよいと開示されている。
【０００５】
　特開平７－８１４３１号公報においては、バッテリフレームのサイドフレームがボルト
とナットプレートによって固定され、サイドメンバのボルトの挿通孔の前側と後側に前側
スリット部と後側スリット部が形成されたバッテリフレーム固定部構造が開示されている
。サイドメンバの内部にはサイドフレームの後部に対応する位置からサイドメンバの後端
にレインホースが挿通されている。レインホースの前端はボルトを挿通孔に挿通してサイ
ドメンバに固定されている。レインホースの挿通孔の後部にはスリットが形成されている
。この電気自動車のバッテリフレームの固定構造によれば、車体重量増加を抑えて、衝突
時のバッテリフレームの移動を阻止できると開示されている。
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【０００６】
　特開平７－１１７４９０号公報においては、バッテリキャリアのフランジに取付孔が穿
設され、取付孔にボルトが挿通されている電気自動車のバッテリ支持構造が開示されてい
る。バッテリキャリアは、ボルトによって所定の締付け力でロッカに取付けられている。
バッテリキャリアのフランジには取付孔に隣接して薄肉部が形成されている。このバッテ
リ支持構造によれば、車体に支持されるバッテリキャリアの支持部位の剛性を向上すると
ともにバッテリキャリアの持つ運動エネルギを吸収することができると開示されている。
【０００７】
　特開平６－１１５３６１号公報においては、バッテリキャリアのフランジに、車体前後
方向へ沿って互いに連通しない複数の孔が穿設された電気自動車のバッテリ支持構造が開
示されている。この電気自動車のバッテリ支持構造によれば、車体に支持されるバッテリ
キャリアの支持部位の剛性を向上し、また、バッテリキャリアの持つ運動エネルギをも吸
収することができるバッテリ支持構造を得ることができると開示されている。
【特許文献１】特開平６－２７０６９４号公報
【特許文献２】特開２００４－２６２４１３号公報
【特許文献３】特開平７－８１４３１号公報
【特許文献４】特開平７－１１７４９０号公報
【特許文献５】特開平６－１１５３６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　蓄電パックは、フロアパネルやサイドメンバなどの蓄電パックを支持するための支持部
材に固定される。上記の特許文献には、車体の前後方向から衝撃が加えられた場合に、そ
の衝撃の量を吸収するように形成された蓄電パックの車載構造が開示されている。上記の
特許文献においては、蓄電パックを支持する部材が曲がったり、間隔をあけて形成された
孔に対してボルトが挿通され、挿通孔同士の間をボルトが破壊したりすることにより、衝
突などの衝撃に対してエネルギを吸収するように形成されている。
【０００９】
　ここで、たとえば、普通乗用車に対して小型の自動車が追突した場合においては、蓄電
パックの支持部材が変形する。蓄電パックには、支持部材を介して衝撃が加わる。すなわ
ち、蓄電パックには支持部材の変形により、二次的に衝撃が加わる。
【００１０】
　これに対して、外部の高い位置からの衝撃の場合には、蓄電パックに直接的に衝撃が加
わることがあり得る。たとえば、普通乗用車のトランクルームのフロアに蓄電パックが配
置され、後側から大型の貨物自動車が追突した場合などにおいては、大型の貨物自動車が
、直接的に蓄電パックに衝撃を与える場合がある。この場合には、蓄電パック自体が擦り
潰されたり、押し潰されたりするように破壊されることが生じ得る。このように、外部の
高い位置からの衝撃が加わった場合に、蓄電パックを十分に保護することができないとい
う問題がある。
【００１１】
　本発明は、蓄電パックに対して外部の高い位置からの衝撃が加わった場合に、蓄電パッ
クが損傷することを抑制した蓄電パックの車載構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に基づく蓄電パックの車載構造は、蓄電パックを支持するための支持部材を備え
る。上記蓄電パックは、上記支持部材の上側に第１ビスによって固定されている。上記蓄
電パックは、後部座席よりも車両後側に配置されている。上記蓄電パックは、上記第１ビ
スを挿通するための第１ビス挿通穴を有する。上記第１ビス挿通穴は、閉じた形状を有す
る。上記第１ビス挿通穴は、第１開口部と、上記第１開口部よりも車両後側に配置された
第２開口部と、上記第１開口部と上記第２開口部とを連通するように形成された連通部と
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を含む。上記第１開口部は、上記第１ビスの頭部よりも小さくなるように形成されている
。上記第２開口部は、上記頭部よりも大きくなるように形成されている。上記蓄電パック
は、上記蓄電パックに車両後側から衝撃が加わったときに、上記第１ビスの位置が上記第
１開口部から上記第２開口部に移行することにより、車両前側に移動するように形成され
ている。上記蓄電パックは、上記第１ビスが上記第２開口部から抜けることにより、上記
第１ビスによる固定が解除されるように形成されている。
【００１３】
　上記蓄電パックは、階段状になるように形成された段差部を有する。上記第１ビス挿通
穴は、上記段差部に形成されている。上記第２開口部は、少なくとも一部が上記第１開口
部よりも高い部分に形成されている。
【００１６】
　上記蓄電パックは、蓄電機器を内部に配置するためのケースを含む。上記ケースは、上
記蓄電機器を載置するためのロアケースと、上記ロアケースに固定され、上記蓄電機器を
覆うように形成されたアッパーケースとを含む。上記ロアケースおよび上記アッパーケー
スは、第３ビスによって互いに固定されている。上記第３ビスは、上記蓄電パックと上記
支持部材とを固定しないように形成されている。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、蓄電パックに対して外部の高い位置からの衝撃が加わった場合に、蓄
電パックが損傷することを抑制した蓄電パックの車載構造を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　（実施の形態１）
　図１から図１２を参照して、本発明に基づく実施の形態１における蓄電パックの車載構
造について説明する。本実施の形態における車載構造は、外部の高い位置からの衝撃が蓄
電パックに加わったときに、蓄電パックを離脱させるための衝撃緩和手段が蓄電パックに
形成されている。
【００２２】
　二次電池やキャパシタ等の蓄電機器は、ケースに収容されて自動車に搭載される。本発
明においては、ケースと、ケースに収容された蓄電機器とを含む機器を蓄電パックという
。蓄電パックには、その他の内部構成部品が含まれていても構わない。その他の内部構成
部品としては、たとえば、冷却ダクトや冷却ファンなどの蓄電機器を冷却するための冷却
装置や電力を変換する電気機器などが含まれる。
【００２３】
　図１は、本実施の形態における電池パックの部分の概略断面図である。図１は、車体の
後部を示す。本実施の形態における自動車は、いわゆるセダンタイプの自動車である。自
動車は、ボディ６１を備える。ボディ６１は平面視したときにほぼ四角形になるように形
成されている。ボディ６１は、後面６１ａを有する。車体の後部には後輪６０が配置され
ている。矢印９９は、車体の前方向を示す。
【００２４】
　本実施の形態においては、蓄電パックとしての電池パック１が、車体の後部に配置され
ている。電池パック１は、ケース２０を備える。ケース２０の内部には、蓄電機器として
の蓄電池が配置されている。本実施の形態におけるケース２０は、鉄で形成されている。
蓄電機器のケースは、この形態に限られず、任意の材料で形成することができる。
【００２５】
　本実施の形態における自動車は、電池パック１を支持するように形成された支持部材を
備える。支持部材は、サイドメンバ（サイドフレーム）５０を含む。サイドメンバ５０は
、車体の本体の一部を構成する。サイドメンバ５０は、車体の幅方向の両側に配置されて
いる。サイドメンバ５０は、車体の前後方向に延びるように形成されている。
【００２６】
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　サイドメンバ５０の上面には、フロア部材５２が配置されている。フロア部材５２は、
板状に形成されている。フロア部材５２は、車体の幅方向の両側に配置されたサイドメン
バ５０同士の間を跨ぐように配置されている。マウント５５，５６は、フロア部材５２の
表面に配置されている。
【００２７】
　電池パック１は、前側の端部がマウント５５およびフロア部材５２を介して、サイドメ
ンバ５０に支持されている。電池パック１は、後側の端部が、マウント５６およびフロア
部材５２を介して、サイドメンバ５０に支持されている。
【００２８】
　本実施の形態においては、ビスのうちボルトを用いて各部材を固定している。ボルトの
固定構造としてはナットを用いてもよいし、ボルトの頭部と反対側の部材のビス穴にネジ
を形成してもよい。
【００２９】
　電池パック１の前側の端部においては、第１ビスとしてのボルト７５，７６によって電
池パック１がマウント５５に固定されている。マウント５５は、車体の幅方向に延びるよ
うに形成されている。マウント５５は、２個のサイドメンバ５０を橋渡すように形成され
ている。マウント５５は、ボルト７４によってサイドメンバ５０に固定されている。
【００３０】
　電池パック１の後側の端部においては、電池パック１の脚部２７が、ボルト７１によっ
てマウント５６に固定されている。脚部２７は、電池パック１の後側の端部において、幅
方向の両側に形成されている。脚部２７は、電池パック１の本体からサイドメンバ５０の
上側まで延びるように形成されている。本実施の形態における脚部２７は、長手方向が車
体の幅方向とほぼ平行になるように形成されている。
【００３１】
　図２に、本実施の形態における電池パックの概略斜視図を示す。図３に、本実施の形態
における電池パックの分解斜視図を示す。電池パック１のケース２０は、箱型に形成され
ている。ケース２０は、アッパーケース２１とロアケース２２とを含む。ロアケース２２
は、脚部２７を有する。脚部２７は、外側の端部にビス穴３１を有する。
【００３２】
　ロアケース２２の上面には、蓄電機器としての蓄電池２５が配置されている。本実施の
形態における蓄電池２５は、複数の電池セル２５ａを含む。電池セル２５ａは、積層する
ように並べて配置されている。アッパーケース２１は、蓄電池２５を覆うように形成され
ている。
【００３３】
　図１から図３を参照して、アッパーケース２１は、前側の端部にビス穴３２，３３を有
する。ロアケース２２は、前側の端部にビス穴３４，３５を有する。ビス穴３２とビス穴
３４とは対応する位置に配置されている。ビス穴３３とビス穴３５とは対応する位置に配
置されている。本実施の形態においては、ビス穴３２とビス穴３４とで電池パック１の一
の第１ビス挿通穴が形成されている。一の第１ビス挿通穴は、幅方向の両端部に形成され
ている。また、ビス穴３３とビス穴３５とで電池パック１の他の第１ビス挿通穴が形成さ
れている。他の第１ビス挿通穴は、幅方向のほぼ中央部分に形成されている。
【００３４】
　ビス穴３２，３４にボルト７５が配置されることにより、アッパーケース２１とロアケ
ース２２とが固定されるとともに、電池パック１がマウント５５に固定される。また、ビ
ス穴３３，３５にボルト７６が配置されることにより、アッパーケース２１とロアケース
２２とが固定されるとともに、電池パック１がマウント５５に固定される。
【００３５】
　アッパーケース２１は、後側の端部にビス穴３６を有する。ロアケース２２は、後側の
端部にビス穴３６に対応するように形成されたビス穴３７を有する。ビス穴３６とビス穴
３７とに、第３ビスとしてのボルト７３が配置されることにより、アッパーケース２１と
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ロアケース２２とが互いに固定される。ボルト７３は、電池パック１とサイドメンバ５０
とを固定していない。
【００３６】
　図４に、本実施の形態における電池パックの車載構造の第２の概略断面図を示す。図４
は、車体を鉛直方向に延びる面で切断したときの概略断面図である。後部座席６２の後側
には、パーティションパネル６３が配置されている。パーティションパネル６３により、
居住室とトランクルーム６４とが仕切られている。本実施の形態における電池パック１は
、トランクルーム６４に配置されている。電池パック１は、マウント５５，５６の上面に
配置されている。電池パック１は、後部座席６２の後側に配置されている。
【００３７】
　サイドメンバ５０は、上側に膨らむように形成されたキックアップ部５０ａを有する。
電池パック１は、キックアップ部５０ａに配置されている。電池パック１は、側方から見
たときにほぼ水平になるように支持されている。
【００３８】
　本実施の形態における自動車は、電池パック１と電気的に接続された導線２６を備える
。導線２６は、サイドメンバ５０に対する電池パック１の固定が解除されたときにおいて
も撓みが生じる長さを有する。
【００３９】
　図５に、本実施の形態における支持部材の概略分解斜視図を示す。本実施の形態におけ
る支持部材は、サイドメンバ５０、クロスメンバ５１およびフロア部材５２を含む。クロ
スメンバ５１は、サイドメンバ５０同士を互いに固定するように形成されている。フロア
部材５２は、板状に形成されている。フロア部材５２は、サイドメンバ５０およびクロス
メンバ５１の上面に配置されている。
【００４０】
　本実施の形態における支持部材は、マウント５５，５６を含む。マウント５５，５６は
、フロア部材５２の上面に固定されている。マウント５５は、ビスを固定するように形成
されたビス挿通穴５５ａを有する。マウント５６は、ビスを固定するように形成されたビ
ス挿通穴５６ａを有する。
【００４１】
　本実施の形態において、サイドメンバ５０は、溶接によってクロスメンバ５１に固定さ
れている。フロア部材５２は、溶接によってサイドメンバ５０に固定されている。マウン
ト５５，５６は、溶接によってフロア部材５２に固定されている。
【００４２】
　図６に、本実施の形態における電池パックの脚部の拡大概略平面図を示す。脚部２７の
先端には、ボルト７１を挿通するためのビス穴３１を有する。ビス穴３１は、開口部３１
ａと、移動部３１ｂとを有する。電池パックが車体に固定される際には、ボルト７１の軸
（ねじが形成されている棒状の部分）が、開口部３１ａに配置された状態で固定される。
【００４３】
　開口部３１ａは、平面形状が円形に形成されている。開口部３１ａは、ボルト７１の軸
よりも径が大きくなるように形成されている。開口部３１ａは、ボルト７１の頭部（たと
えば六角柱の形状の部分）よりも径が小さくなるように形成されている。移動部３１ｂは
、車体の後側に向かって延びるように形成されている。移動部３１ｂは、直線状に形成さ
れている。移動部３１ｂは、幅がボルト７１の軸の径よりも小さくなるように形成されて
いる。
【００４４】
　図７に、本実施の形態における電池パックの前部の第１の拡大概略平面図を示す。アッ
パーケース２１のビス穴３２は、開口部３２ａ、連通部３２ｂおよび開口部３２ｃを有す
る。ビス穴３２は、車体の前後方向と平行な長手方向を有する。ビス穴３２は、車体の前
後方向に延びるように形成されている。開口部３２ｃは、開口部３２ａよりも衝撃が加わ
ったときに電池パック１が移動する向きと反対側に配置されている。開口部３２ｃは、開
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口部３２ａよりも後側に配置されている。
【００４５】
　ビス穴３２は、閉じた形状を有する。ビス穴３２は、いずれの部分も電池パックの外側
に連通しないように形成されている。ロアケースのビス穴３４は、形状がビス穴３２とほ
ぼ同じ形状に形成されている（図３参照）。
【００４６】
　開口部３２ａは、ボルト７５の軸よりも径が大きくなるように形成されている。連通部
３２ｂは、ボルト７５の軸の径よりも幅が小さくなるように形成されている。電池パック
が車体に固定されるときには、開口部３２ａにボルト７５の軸が配置される。
【００４７】
　図８に、本実施の形態における電池パックの前部の第２の拡大概略平面図を示す。ビス
穴３２の開口部３２ｃは、ボルト７５の頭部よりも径が大きくなるように形成されている
。開口部３２ｃは、ボルト７５が通り抜けるように形成されている。
【００４８】
　図９に、本実施の形態における電池パックの前部の第３の拡大概略平面図を示す。電池
パックのアッパーケース２１のビス穴３３は、開口部３３ａおよび移動部３３ｂを有する
。ビス穴３３は、車体の前後方向と平行な長手方向を有する。
【００４９】
　開口部３３ａは、ボルト７６の軸よりも径が大きくなるように形成されている。開口部
３３ａは、ボルト７６の頭部よりも径が小さくなるように形成されている。電池パックが
車体に固定されるときには、開口部３３ａにボルト７６の軸が配置される。
【００５０】
　図１０に、本実施の形態における電池パックの前部の第４の拡大概略平面図を示す。移
動部３３ｂは、ボルト７６の軸の径よりも幅が小さくなるように形成されている。移動部
３３ｂは、車体の前後方向に延びるように形成されている。
【００５１】
　ビス穴３３は、閉じた形状を有する。ビス穴３３は、いずれの部分も電池パックの外側
に連通しないように形成されている。ロアケースのビス穴３５は、ビス穴３３とほぼ同じ
形状に形成されている（図３参照）。
【００５２】
　図１から図３、図９および図１０を参照して、本実施の形態におけるアッパーケース２
１は、薄肉部２１ａを有する。薄肉部２１ａは、薄肉部２１ａの周りの部分よりも厚さが
薄くなるように形成されている。本実施の形態においては、薄肉部２１ａは、ビス穴３３
の移動部３３ｂの端部を取り囲むように形成されている。
【００５３】
　本実施の形態における薄肉部２１ａは、ボルト７６の軸が移動部３３ｂの端部に配置さ
れたときに、ボルト７６の頭部よりも径が大きくなるように形成されている。すなわち、
薄肉部２１ａは、平面視したときに、ボルト７６の頭部よりも大きくなるように形成され
ている。薄肉部２１ａは、電池パックに加わる衝撃により、ボルトの頭部により破壊され
るように形成されている。
【００５４】
　図３を参照して、アッパーケース２１と同様に、ロアケース２２は、ビス穴３５の周り
に薄肉部２２ａを有する。薄肉部２２ａは、アッパーケース２１の薄肉部２１ａの形状に
対応するように形成されている。薄肉部２２ａは、アッパーケース２１の薄肉部２１ａと
ほぼ同じ形状を有する。
【００５５】
　図４を参照して、本実施の形態においては、矢印８５に示すように電池パック１に対し
て外部の高い位置からの衝撃が加わった場合を想定する。たとえば、本実施の形態におけ
る自動車に、大型の貨物自動車が後側から追突した場合を想定する。大型貨物自動車がフ
ロア部材５２の上面よりも高い位置に配置されたバンパを有する場合がある。このような
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場合には、電池パック１に対して直接的に衝撃が加わる。
【００５６】
　図１から図３を参照して、このような外部の高い位置からの衝撃が加わった場合には、
矢印９９に示す車体の前側に向かって電池パック１が移動する。これに対して、サイドメ
ンバ５０に固定されたマウント５５，５６は移動しない。すなわち、ボルト７４は移動し
ない。また、マウント５５，５６に固定されたボルト７１，７５，７６は移動しない。
【００５７】
　図１、図２および図６を参照して、電池パック１の後側の端部においては、脚部２７が
矢印９９に示す車体の前側に向かって移動する。このとき、脚部２７のビス穴３１は、移
動部３１ｂがボルト７１の軸によって押し広げられる。ボルト７１は、ビス穴３１から抜
ける。すなわち、ボルト７１による固定が解除される。
【００５８】
　図１、図２および図７を参照して、電池パック１の前側のビス穴３２においては、電池
パック１が矢印９９に示す向きに移動する。ビス穴３２の連通部３２ｂは、ボルト７５の
軸により押し広げられる。図８に示すように、ボルト７５は開口部３２ｃに移動する。開
口部３２ｃは、ボルト７５の頭部よりも大きくなるように形成されているため、ボルト７
５が開口部３２ｃを通り抜ける状態になる。
【００５９】
　図１、図２および図９を参照して、電池パック１の前側のビス穴３３においては、電池
パック１が矢印９９に示す向きに移動する。ビス穴３３の移動部３３ｂは、ボルト７６の
軸により押し広げられる。図１０に示すように、ボルト７６は、移動部３３ｂのほぼ端部
まで移動する。ボルト７６は、薄肉部２１ａが形成されている領域の内部に移動する。
【００６０】
　図１１に、電池パックに対して外部の高い位置からの衝撃が加わったときの概略断面図
を示す。図１１は、図４に対応する概略断面図である。電池パック１は、矢印８９に示す
ようにほぼ水平方向に移動した後に、矢印９０に示す向きにほぼ鉛直方向に移動する。
【００６１】
　このときに、図１、図２および図６から図１０を参照して、ボルト７１は、脚部２７か
ら離れる。ボルト７５は、ビス穴３２の開口部３２ｃから抜ける。ボルト７６は、アッパ
ーケース２１に形成された薄肉部２１ａおよびロアケース２２に形成された薄肉部２２ａ
を破壊しながらケース２０から抜ける。
【００６２】
　図１１を参照して、アッパーケース２１およびロアケース２２は、ボルト７３により互
いに固定された状態を維持する。電池パック１は、マウント５５，５６から離脱すること
により、衝撃のエネルギが吸収され、電池パック１の損傷を抑制することができる。また
、本実施の形態においては、電池パック１がトランクルーム１に配置されているため、居
住室内に電池パック１が侵入することを回避できる。
【００６３】
　本実施の形態における導線２６は、電池パック１がマウント５５，５６から離脱しても
撓むように十分な長さを有する。この構成により、外部の高い位置からの衝撃が加わった
ときに、導線２６が断線されてしまうことを抑制できる。
【００６４】
　本実施の形態における電池パックの車載構造においては、電池パックに対して外部の高
い位置からの衝撃が加わったときに、電池パックが支持部材から離脱するように形成され
ている。このため、電池パックが支持部材に固定されたままの状態で、電池パックが破壊
されてしまうことを抑制できる。電池パックが支持部材に固定された状態で、電池パック
が擦り切れ状に破壊されたり押し潰されたりすることを抑制できる。また、電池パックが
支持部材から離脱することにより、電池パックに対する衝撃エネルギの一部を吸収して、
電池パックの破損を抑制することができる。
【００６５】
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　一方で、電池パックに加わる外部の高い位置からの衝撃が小さなときには、電池パック
は移動しないように支持部材に固定されている。たとえば、小型の自動車が追突してサイ
ドメンバが変形する程度の衝撃の場合には、電池パックが離脱しないように固定されてい
る。または、たとえば自動車が建造物に衝突して、トランクルームに載置されている重量
物が電池パックに衝突した場合などの衝撃に対しては、電池パックが離脱しないように固
定されている。
【００６６】
　ボルト７５，７６，７１は、電池パックに対する所定の外部の高い位置からの衝撃の大
きさに対して締付けトルクを決定する。また、脚部２７に形成されたビス穴３１の移動部
３１ｂの幅、ケースの前部に形成されたビス穴３２の連通部３２ｂの幅、およびケースの
前部に形成されたビス穴３３の移動部３３ｂの幅は、電池パック１を移動させるべき外部
の高い位置からの衝撃の大きさに対応して設定する。移動部３１ｂ，３３ｂおよび連通部
３２ｂは、それぞれの幅がボルトの軸の径よりも大きくなるように形成されていても構わ
ない。
【００６７】
　図１から図３、および図７から図１０を参照して、本実施の形態における電池パック１
は、一の第１ビス挿通穴として、ケース２０にビス穴３２，３４が形成されている。ビス
穴３２，３４は、前側に形成された第１開口部と、後側に形成された第２開口部と、第１
開口部および第２開口部を連通するように形成された連通部とを有する。また、本実施の
形態における電池パックは、他の第１ビス挿通穴としてビス穴３３，３５が形成され、ビ
ス穴３３，３５の周りに薄肉部２１ａ，２２ａが形成されている。これらうちいずれかの
構成により、外部の高い位置からの衝撃が加わったときに電池パックがサイドメンバから
離脱する固定機構を提供することができる。
【００６８】
　本実施の形態においては、第１開口部および第２開口部を有する第１ビス挿通穴、また
は、開口部、移動部および移動部の先端の周りに薄肉部を有する第１ビス挿通穴が形成さ
れているが、この形態に限られず、いずれか一方の構成が採用されていても構わない。
【００６９】
　さらに、第１ビス挿通穴は、これらの形態に限られず、電池パックが移動した後に、第
１ビスによる固定が解除されるように形成されていればよい。たとえば、第１ビス挿通穴
が平面形状が円形の開口部を含み、開口部の周りに薄肉部が形成されていても構わない。
【００７０】
　図１２に、本実施の形態における他の電池パックの前部の概略平面図を示す。この電池
パックは、第１ビス挿通穴の周りに薄肉部が形成されている。電池パックは、アッパーケ
ース２３を含む。アッパーケース２３は、第１ビス挿通穴としてのビス穴３０を含む。ビ
ス穴３０は、平面形状が円形に形成されている。アッパーケース２３は、薄肉部２３ａを
含む。薄肉部２３ａは、第１ビスとしてのボルト７６が移行するための車両の前後方向に
延びる移行領域およびボルト７６が電池ケースから抜けるための破壊領域を有する。本実
施の形態における破壊領域は、平面形状が円形に形成されている。移行領域の幅は、ボル
ト７６の軸の径よりも小さくなるように形成されている。破壊領域は、ボルト７６の頭部
よりも大きくなるように形成されている。
【００７１】
　本実施の形態における他の電池パックにおいては、電池パックに外部の高い位置からの
衝撃が加わったときに、電池パックが車両前側に移動すると共に薄肉部２３ａの移行領域
がボルト７６により裂かれる。この後に、薄肉部２３ａの破壊領域がボルト７６により破
壊されることにより、ボルト７６による電池パックの固定が解除される。
【００７２】
　また、本実施の形態においては、蓄電パックの後側の脚部に、一部が外側に連通する、
いわゆる開いた形状のビス穴が形成されているが、この形態に限られず、電池パックに外
部の高い位置からの衝撃が加わったときに、固定が解除される任意の構成を採用すること
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ができる。たとえば、蓄電パックの脚部は、所定の衝撃以上の力が加わったときに、脚部
自体が折れるように形成されていても構わない。
【００７３】
　さらに、本実施の形態における第１ビス挿通穴は、電池パックの前側に形成されている
が、この形態に限られず、任意の方向に形成することができる。たとえば、蓄電パックの
側方に第１ビス挿通穴が形成されていても構わない。第１ビス挿通穴などのビス穴の延び
る方向は、想定される衝撃が加わる方向とほぼ平行に形成されることが好ましい。
【００７４】
　（実施の形態２）
　図１３および図１４を参照して、本発明に基づく実施の形態２における蓄電パックの車
載構造について説明する。本実施の形態における蓄電パックの車載構造は、蓄電パックの
前側の端部において、ビスにより固定される部分の構造が実施の形態１と異なる。
【００７５】
　図１３に、本実施の形態における電池パックの前部の概略斜視図を示す。矢印９９は、
車体の前側を示す。本実施の形態における電池パックは、ケース４５を含む。ケース４５
は、アッパーケース４６およびロアケース４７を有する。ケース４５は、前側の端部にお
いて、凹部４５ａを有する。凹部４５ａは、それぞれのボルトが配置される部分に形成さ
れている。
【００７６】
　凹部４５ａの底部には、段差部４５ｂが形成されている。段差部４５ｂは、断面形状が
階段状になるように形成されている。段差部４５ｂは、後側が高くなるように形成されて
いる。凹部４５ａの底面には、第１ビス挿通穴としてのビス穴４８が形成されている。ビ
ス穴４８は、車体の前後方向に長手方向を有するように形成されている。ビス穴４８は、
想定される衝撃力の方向に延びるように形成されている。
【００７７】
　図１４（ａ）に、本実施の形態における電池パックの前部の第１の拡大概略平面図を示
す。ビス穴４８は、前側に形成された第１開口部としての開口部４８ａと後側に形成され
た第２開口部としての開口部４８ｃとを含む。ビス穴４８は、開口部４８ａと開口部４８
ｃとが連通するように形成された連通部４８ｂを有する。
【００７８】
　開口部４８ｃは、段差部４５ｂに形成されている。開口部４８ｃは、段差部４５ｂを跨
ぐように形成されている。開口部４８ｃは、少なくとも一部が、開口部４８ａよりも高い
部分に形成されている。開口部４８ａは、ボルト７２の軸が挿通するように形成されてい
る。開口部４８ａは、ボルト７２の頭部が挿通しないように形成されている。
【００７９】
　図１４（ｂ）に、本実施の形態における電池パックの前部の第２の拡大概略平面図を示
す。開口部４８ｃは、ボルト７２の頭部が挿通するように形成されている。さらに、本実
施の形態においては、座金７９が固定に用いられている。開口部４８ｃの幅は、座金７９
の径よりも大きくなるように形成されている。すなわち、開口部４８ｃは、座金７９が挿
通するように形成されている。
【００８０】
　図１４（ａ）を参照して、本実施の形態における電池パックの車載構造においては、後
側から外部の高い位置からの衝撃が電池パックに加わったときに、矢印９９に示す向きに
電池パックが移動する。電池パックは、ほぼ水平方向に移動する。
【００８１】
　図１４（ｂ）を参照して、平面視したときに、開口部４８ｃの内側にボルト７２および
座金７９が配置される。ボルト７２および座金７９は、開口部４８ｃを通り抜ける。ボル
ト７２および座金７９の一部は、ケース４５の裏側に配置され、ケース４５から離れた状
態になる。このように、本実施の形態においては、電池パックが移動したときにボルトの
固定をより確実に解除することができる。
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【００８２】
　本実施の形態における段差部は、階段状になるように形成されているが、この形態に限
られず、第２開口部の少なくとも一部が第１開口部よりも高い位置に配置されていれば構
わない。たとえば、段差部は、角を有さないように断面形状が山形に形成され、山形の頂
部にビスの頭部が挿通する開口部が形成されていても構わない。
【００８３】
　その他の構成、作用および効果については、実施の形態１と同様であるのでここでは説
明を繰返さない。
【００８４】
　（実施の形態３）
　図１５から図１７を参照して、本発明に基づく実施の形態３における蓄電パックの車載
構造について説明する。本実施の形態における蓄電パックの車載構造は、電池パックの前
部の構造が実施の形態１と異なる。
【００８５】
　図１５に、本実施の形態における電池パックの部分の概略断面図を示す。電池パック１
の前側の端部において、幅方向の両側にはビス穴３２が形成されている。ビス穴３２にボ
ルト７５が配置されることにより、電池パック１の前側の端部がマウント５５に固定され
ることは実施の形態１と同様である。
【００８６】
　本実施の形態における電池パック１は、前側の端部において、第３ビスとしてのボルト
７７を有する。ボルト７７は、アッパーケース２１およびロアケース２２を互いに固定す
るように形成されている。ボルト７７は、電池パック１とマウント５５とを固定しないよ
うに形成されている。
【００８７】
　図１６に、本実施の形態における電池パックの概略斜視図を示す。また、図１６は、電
池パックに衝撃が加わってサイドメンバから離脱したときの状態を示す。本実施の形態に
おけるケース２０は、ボルト７７を配置する部分が上側に突出するように形成されている
。
【００８８】
　アッパーケース２１は、前側の端部に上側に突出するように形成された突出部２１ｂを
有する。ロアケース２２は、前側の端部に上側に突出するように形成された突出部２２ｂ
を有する。突出部２１ｂと突出部２２ｂとは、互いに対応する位置に配置されている。突
出部２２ｂは、ボルト７７を固定するためのナットを内側に配置できるように形成されて
いる。
【００８９】
　図１７に、本実施の形態における電池パックの概略分解斜視図を示す。アッパーケース
２１の突出部２１ｂには、平面形状が円形のビス穴３８が形成されている。ロアケース２
２の突出部２２ｂには、平面形状が円形のビス穴３９が形成されている。ビス穴３８およ
びビス穴３９にボルト７７が配置されることにより、アッパーケース２１とロアケース２
２とが互いに固定される。
【００９０】
　電池パック１の後側の端部において、ボルト７３によりアッパーケース２１とロアケー
ス２２とが互いに固定されていることは、実施の形態１と同様である。
【００９１】
　本実施の形態における電池パック１は、サイドメンバに対する固定が解除されたときに
おいても、前側の端部および後側の端部が、それぞれボルト７３，７７に固定されている
。このため、アッパーケース２１およびロアケース２２が互いに固定された状態を維持す
ることができ、電池パックの損傷をより確実に抑制することができる。
【００９２】
　本実施の形態においては、電池パックがサイドメンバから離脱したときに、アッパーケ
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ースとロアケースとが固定された状態に維持する固定手段として、ケースの前部に凹凸部
が形成され、この凹凸部にケースを固定するためのボルトとナットが配置されている。固
定手段としてはこの形態に限られず、支持部材から蓄電パックが離脱してもケースが固定
されるように形成されていれば構わない。たとえば、アッパーケースとロアケースとが蓄
電ケースの両側の側部で固定されていても構わない。
【００９３】
　その他の構成、作用および効果については、実施の形態１と同様であるのでここでは説
明を繰返さない。
【００９４】
　（実施の形態４）
　図１８から図２２を参照して、本発明に基づく実施の形態４における蓄電パックの車載
構造について説明する。本実施の形態における車載構造は、外部の高い位置からの衝撃が
蓄電パックに加わったときに、蓄電パックを離脱させるための衝撃緩和手段が支持部材に
形成されている。
【００９５】
　図１８に、本実施の形態における電池パックの部分の概略断面図を示す。矢印９９は、
車体の前側を示す。本実施の形態における蓄電パックとしての電池パック２は、ケース４
０を含む。ケース４０は、アッパーケース４１およびロアケース４２を有する。ロアケー
ス４２は、脚部２８を有する。脚部２８は、実施の形態１における脚部と同様の構成を有
する。
【００９６】
　本実施の形態における支持部材は、マウント５７を備える。マウント５７は、電池パッ
ク２の前部に配置されている。電池パック２は、前側の端部が第２ビスとしてのボルト７
８により、マウント５７に固定されている。また、ボルト７８によりアッパーケース４１
とロアケース４２とがマウント５７に固定されている。電池パック２は、後側の端部にお
いて、ボルト７３によりアッパーケース４１とロアケース４２とが互いに固定されている
。
【００９７】
　図１９に、本実施の形態における電池パックの概略分解斜視図を示す。アッパーケース
４１の前側の端部には、ビス穴４１ａが形成されている。ビス穴４１ａは、平面形状が円
形になるように形成されている。ロアケース４２は、前側の端部にビス穴４２ａを有する
。ビス穴４２ａは、平面形状が円形になるように形成されている。ビス穴４２ａは、アッ
パーケース４１のビス穴４１ａに対応する位置に配置されている。
【００９８】
　アッパーケース４１は、後側の端部にビス穴４１ｂを有する。ロアケース４２は、後側
の端部にビス穴４２ｂを有する。ビス穴４２ｂは、ビス穴４１ｂに対応する位置に配置さ
れている。
【００９９】
　図１８および図１９を参照して、ケース４０の前側の端部において、ビス穴４１ａ，４
２ａには、ボルト７８が配置されている。ケース４０の後側の端部において、ビス穴４１
ｂ，４２ｂには、ボルト７３が配置されている。ボルト７３は、ロアケース４２の下面に
配置されたナットと係合することにより固定されている。
【０１００】
　図２０に、本実施の形態におけるマウントの概略斜視図を示す。マウント５７は、前側
の端部に第２ビス挿通穴としてのビス穴５８を有する。ビス穴５８は、前後方向に延びる
ように形成されている。ビス穴５８は、ケース４０のビス穴４１ａ，４２ａに対応する位
置に配置されている。
【０１０１】
　ビス穴５８は、開口部５８ａと移動部５８ｂとを有する。開口部５８ａの径は、ボルト
７８の軸の径よりも大きくなるように形成されている。開口部５８ａの径は、ボルト７８
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の頭部の径よりも小さくなるように形成されている。移動部５８ｂの幅は、ボルト７８の
軸の径よりも大きくなるように形成されている。移動部５８ｂは、端部が外部に開口して
いる。
【０１０２】
　本実施の形態における支持部材は、マウント５７に固定されたリテーナ４３を含む。リ
テーナ４３は、マウント５７の電池パックと接する部分の裏側に配置されている。本実施
の形態におけるリテーナ４３は、板状に形成されている。
【０１０３】
　図２１に、本実施の形態におけるマウントを裏側から見たときのリテーナの部分の拡大
概略下面図を示す。本実施の形態におけるリテーナ４３は、破壊補助部を有する。破壊補
助部は、リテーナ４３のボルトの軸を挿通するための挿通穴の両側に配置されている。本
実施の形態における破壊補助部は、切欠き部４３ａを有する。破壊補助部は、孔部４３ｂ
を有する。切欠き部４３ａおよび孔部４３ｂは、それぞれが車体の前後方向に並ぶように
配置されている。
【０１０４】
　本実施の形態におけるリテーナ４３は、金属で形成されている。破壊補助部としての切
欠き部４３ａおよび孔部４３ｂは、電池パックが支持部材から離脱されるべき外部の高い
位置からの衝撃の大きさに対応するように形成されている。
【０１０５】
　リテーナ４３は、中央部４３ｄと周辺部４３ｃとを有する。中央部４３ｄおよび周辺部
４３ｃは、切欠き部４３ａおよび孔部４３ｂに仕切られている。中央部４３ｄには、ボル
ト７８を固定するためのナット４４が固定されている。ナット４４は、中央部分にボルト
を挿通するための挿通穴４４ａを有する。中央部４３ｄは、ナット４４の挿通穴４４ａに
対応するように、ボルト７８の軸を通すための挿通穴を有する。
【０１０６】
　リテーナ４３は、周辺部４３ｃがマウント５７に固定されている。本実施の形態におい
ては、溶接によってリテーナ４３がマウント５７に固定されている。また、ナット４４は
、溶接によってリテーナ４３に固定されている。
【０１０７】
　図１８を参照して、矢印８５に示すように電池パック２に外部の高い位置からの衝撃が
加わった場合においては、電池パック２が車体の前側に向かって移動する。ケース４０の
脚部２８は、マウント５６との固定が解除される。
【０１０８】
　図２２に、電池パックに外部の高い位置からの衝撃が加わったときの前側のマウントの
拡大概略下面図を示す。電池パック２は、矢印９９に示す車体の前方向に移動する。リテ
ーナは、破壊補助部の部分で破壊される。リテーナは、切欠き部４３ａおよび孔部４３ｂ
が形成された部分が破壊される。リテーナ４３においては、中央部４３ｄと周辺部４３ｃ
との接続が破壊される。中央部４３ｄは、周辺部４３ｃから離れる。
【０１０９】
　リテーナの一部が破壊されることにより、電池パック２とマウント５７との固定が解除
される。リテーナの周辺部４３ｃは、マウント５７に固定されたままの状態である。リテ
ーナの中央部４３ｄは、電池パック２とともに離脱する。
【０１１０】
　本実施の形態においては、たとえば、トランクルームに電池パックが配置された自動車
に大型貨物自動車が追突して、電池パックに外部の高い位置からの衝撃が生じた場合には
、リテーナが破壊される。一方で、電池パックに加わる衝撃が小さなときには、リテーナ
は破壊されずに、電池パックは支持部材に固定されている。たとえば、小型の自動車が追
突して支持部材が変形する程度の衝撃の場合には、電池パックが離脱しないように形成さ
れている。または、たとえば自動車が建造物に衝突して、トランクルームに載置されてい
る重量物が電池パックに衝突した場合などの衝撃に対しては、電池パックが離脱しないよ
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うに固定されている。
【０１１１】
　このように、支持部材がリテーナを有し、外部の高い位置からの衝撃が加わったときに
リテーナが破壊されるように形成されていることにより、衝撃が加わったときに、蓄電パ
ックが支持部材から離脱して蓄電パックの破損を抑制することができる。
【０１１２】
　本実施の形態におけるリテーナは、破壊補助部として、切欠き部４３ａおよび孔部４３
ｂを有する。破壊補助部として、切欠き部および孔部のうち、少なくとも一方が形成され
ていることにより、リテーナが破壊される部分を容易に特定することができ、リテーナを
スムーズに破壊させることができる。または、リテーナを破壊させるべき衝撃力を容易に
調整することができる。
【０１１３】
　破壊補助部としては、切欠き部または開口部に限られず、リテーナの破壊位置が特定さ
れるように形成されていれば構わない。たとえば、切欠き部や開口部の代わりに厚さが薄
くなる部分が形成されていても構わない。
【０１１４】
　また、本実施の形態における第２ビス挿通穴は、マウントの端部を切り欠いた形状を有
するが、この形態に限られず、第２ビス挿通穴は、リテーナが破壊された後にリテーナの
一部と蓄電パックとが一体的にマウントから離脱するように形成されていれば構わない。
たとえば、第２ビス挿通穴は、マウントの幅方向のほぼ中央部分に形成され、閉じた形状
を有する穴であっても構わない。
【０１１５】
　その他の構成、作用および効果については、実施の形態１と同様であるのでここでは説
明を繰返さない。
【０１１６】
　上述のそれぞれの図において、同一または相当する部分には、同一の符号を付している
。
【０１１７】
　なお、今回開示した上記実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない
。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範
囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】実施の形態１における電池パックの部分の第１の概略断面図である。
【図２】実施の形態１における電池パックの概略斜視図である。
【図３】実施の形態１における電池パックの概略分解斜視図である。
【図４】実施の形態１における電池パックの部分の第２の概略断面図である。
【図５】実施の形態１における支持部材の概略分解斜視図である。
【図６】実施の形態１におけるロアケースの脚部の拡大概略平面図である。
【図７】実施の形態１における電池パックの前部の第１の拡大概略平面図である。
【図８】実施の形態１における電池パックの前部の第２の拡大概略平面図である。
【図９】実施の形態１における電池パックの前部の第３の拡大概略平面図である。
【図１０】実施の形態１における電池パックの前部の第４の拡大概略平面図である。
【図１１】実施の形態１における電池パックの部分の第３の概略断面図である。
【図１２】実施の形態１における他の電池パックの前部の拡大概略平面図である。
【図１３】実施の形態２における電池パックの前部の拡大概略斜視図である。
【図１４】（ａ）は実施の形態２における電池パックの前部の第１の拡大概略平面図であ
り、（ｂ）は第２の拡大概略平面図である。
【図１５】実施の形態３における電池パックの部分の概略断面図である。
【図１６】実施の形態３における電池パックの概略斜視図である。



(15) JP 4935112 B2 2012.5.23

10

20

【図１７】実施の形態３における電池パックの概略分解斜視図である。
【図１８】実施の形態４における電池パックの部分の概略断面図である。
【図１９】実施の形態４における電池パックの概略分解斜視図である。
【図２０】実施の形態４における前側のマウントの概略斜視図である。
【図２１】実施の形態４における前側のマウントのリテーナの部分の拡大概略下面図であ
る。
【図２２】実施の形態４においてリテーナが破壊されたときのマウントの拡大概略下面図
である。
【符号の説明】
【０１１９】
　１，２　電池パック、２０　ケース、２１，２３　アッパーケース、２１ａ　薄肉部、
２１ｂ　突出部、２２　ロアケース、２２ａ，２３ａ　薄肉部、２２ｂ　突出部、２５　
蓄電池、２５ａ　電池セル、２６　導線、２７，２８　脚部、３０～３９　ビス穴、３１
ａ，３２ａ，３３ａ　開口部、３１ｂ，３３ｂ　移動部、３２ｂ　連通部、３２ｃ　開口
部、４０　ケース、４１　アッパーケース、４１ａ，４１ｂ　ビス穴、４２　ロアケース
、４２ａ，４２ｂ　ビス穴、４３　リテーナ、４３ａ　切欠き部、４３ｂ　孔部、４３ｃ
　周辺部、４３ｄ　中央部、４４　ナット、４４ａ　挿通穴、４５　ケース、４５ａ　凹
部、４５ｂ　段差部、４６　アッパーケース、４７　ロアケース、４８　ビス穴、４８ａ
　開口部、４８ｂ　連通部、４８ｃ　開口部、５０　サイドメンバ、５０ａ　キックアッ
プ部、５１　クロスメンバ、５２　フロア部材、５５～５７　マウント、５５ａ　ビス穴
、５６ａ　ビス穴、５８　ビス穴、５８ａ　開口部、５８ｂ　移動部、６０　後輪、６１
　ボディ、６１ａ　後面、６２　後部座席、６３　パーティションパネル、６４　トラン
クルーム、７１～７８　ボルト、７９　座金、８５，８９，９０，９９　矢印。

【図１】 【図２】
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